
第６２号議案  

 

 

 

   中野区障害者福祉作業施設条例等の一部を改正する条例  

 

 

 

 上記の議案を提出します。  

 

 

 

  令和７年６月２日  

 

 

 

          提出者  中野区長   酒 井 直 人    

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改

正に伴い、規定を整備する必要がある。  

 



   中野区障害者福祉作業施設条例等の一部を改正する条例  

 

 （中野区障害者福祉作業施設条例の一部改正）  

第１条  中野区障害者福祉作業施設条例（昭和５８年中野区条例第１

５号）の一部を次のように改正する。  

  第１条中「同条第１３項」を「同条第１４項」に、「同条第１４

項」を「同条第１５項」に改める。  

（中野区立弥生福祉作業所条例の一部改正）  

第２条  中野区立弥生福祉作業所条例（平成１２年中野区条例第３３

号）の一部を次のように改正する。  

  第２条第１号の２中「第５条第１３項」を「第５条第１４項」に

改め、同条第２号中「第５条第１４項」を「第５条第１５項」に改

める。  

  第 ３ 条 第 １ 号 中 「 第 ５ 条 第 １ ３ 項 」 を 「 第 ５ 条 第 １ ４ 項 」

に、「同条第１４項」を「同条第１５項」に改める。  

 （中野区仲町就労支援事業所条例の一部改正）  

第３条  中野区仲町就労支援事業所条例（平成２２年中野区条例第２

６号）の一部を次のように改正する。  

  第２条第１号中「第５条第１３項」を「第５条第１４項」に改

め、同条第２号中「第５条第１４項」を「第５条第１５項」に改め

る。  

附  則  

この条例は、令和７年１０月１日から施行する。  


